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議決事項 案件に同意する

議事概要

案件について審議し、以下のことから交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断した。

【交通上】
　・有事の際のみポンプ起動のため人が訪れる施設であり、人の常駐はなく、前面通路の幅員が約4.5m
　　確保されている。
　・出入口部にある前面通路との間の水路については、コンクリートの蓋を設置する。
　・周囲に住宅等の建築物はなく、本計画における交通量の増加もほぼない。

【安全上】
　・建物出入口から通路まで障害物なし。
　・前面通路幅員は約4.5mで、アスファルト舗装されている。

【防火上】
　・鉄筋コンクリート造であり、高い防火性能。
　・消火器3ヶ所、移動式粉末消火設備1ヶ所設置されている。

【衛生上】
　・周囲に建築物はなく、敷地内にも十分な空間があり、通風・採光について支障がない。
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大日方会長　宇野委員　田中委員　古賀委員　加来委員　今坂委員　原井委員

城本主査（書記）、野津主任技師（文責）、川上技師、馬田技師

能勢総括審議員（幹事）、小山建築指導課長（幹事）、村上課長補佐（幹事）

令和2年度（2020年度）　第3回 熊本市建築審査会 会議録（要旨）

開催場所 熊本市役所　11階　会議室

開催日時

議題
審議
案件

令和2年（2020年）9月25日(金)　 午後3時から

建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の件
（南区海路口町　排水機場ポンプ室）
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